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[要旨1
家計が負担する子どもに関する医療費の一部ないし全額を負担する子ども医療費助成制度は、全国の基礎

自治体に普及している。

本研究では、この子ども医療費助成制度を通して、子育て世代に対する基礎自治体の給付面における役割

につき 、自治体ごとの給付内容をはじめとする実体面も参照しつつ、その法的構造と政策に着目して考察を

おこなった。

各道府県庁所在市及び東京都の特別区においては、 都道府県の補助内容をベースにしつつも、基礎自治体

独自で給付内容を上積みする制度設計を行う 傾向にある。これを法的にみれば、 国が子どもに対する医療費

助成制度を団法体系に取り込んでいないことから、 当該制度は自治事務として扱われ、都道府県による補助

を前提に基礎自治体が条例 ・規則などによりその運用や給付内容を決定しているといえる。この条例 ・規則

は、基礎自治体ごとに制定され、基礎自治体における当該制度に関する条例 ・規則の制定状況は 「条例.規

則型自治体Jr規則型自治体Jr要綱型自治体Jに類型化される。類型ごとの違いは、当該制度の趣旨 ・目的

に対応して、各基礎自治体が民主的手続と制度運用の機動性のどちらを より重視するかが反映していると考

えられる。

当該制度においては、都道府県の補助内容は各基礎自治体における標準的ないしは ミニマムな基準として

機能する関係である。 これを法的構造としてとらえると、都道府県の補助内容を一つのレイヤーとし、これ

を基底として、基礎自治体が制定する条例 ・規則等というもう一つのレイヤーを重ね合わせることによって

構成される関係性であるといえる。当該制度及びその法的機造は子どもに対してアプローチした法体系(fこ

ども法J)における基礎自治体側からみた一局面としての位置づけも可能である。
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[abstract] 

Medical cost subsidy program for children in Japan is a system to pay the full amount or pa11 of the medical costs 
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related to a child to bear households. This system is popular in municipality (cities， towns and villages) across the 

country. In this study， through this system， we consider the role in the benefit of the local government for the child-

rearing generation with the reference of the substantive benefits， sllchぉ thecontents of each local government. In the 

cities of prefecωral seat and special words of Tokyo， it tends to make the system design municipality to top up the 

benefits to their own content， while based on the subsidy made by the prefectures. In the case of legal analysis of this 

situation， this system is treated as "Local government functions" that is the functions performed by local public bodies 

with the exception of Statutory entrusted functions， because national goveロlillentis not incorporated into national law 

system medical cost subsidy program for children. Thus， municipality has determined that the benefits and content 

managed by such municipal ordinance or municipal rules on the subsidy by the prefec旬re.Such municipal ordinance 

or municipal rules have been enacted by the municipality in each. Ena泊acはtm巴ntofmuniωciゆpa剖lor吋dina加nc印eo併rmuni民cipa剖Irules 

閃 lat“ingtωo the sザys幻t巴mi凶nmunicipalities tザyp凶ed"ordinance一ruletype 

tザypeイ.. Type of these three types is such that it coηesponds to the spirit加 dpurpose of the system， with the mobility 

of the system operation and the democratic process， each municipality appeared which way it is to put more emphasis 

either. The subsidy made by prefectures， functions as a standard or a minimum on each municipality in this system. 

This function， as a legal structure， is the relationship that based on a layer of one subsidy content of prefectures and 

superimposed a layer of another of ordinances and rules that municipalities enact. This system and the legal structure of 

this system can be positioned as one aspect as seen from the municipality side in the legal system that approach to child. 

[keywords] 

Medical Cost Subsidy Program for children， Medical Cost Subsidy， Local Governrnent， Local Ordinance， Policy for 

Children 

はじめに

子ども医療費助成制度 1)は、家計が負担する子ども れの医療費の一部ないし全額を、基礎自治体が独自

に助成する制度である。都道府県は、その支出の一部を補助事業として負担している。当該制度は、児童手

当のように国が統ーして実施しているものではなく、制度の内容は基礎自治体ごとに異なりつつ、全国に広

く普及している 3)。

この子ども医療費助成制度は、養育者が子どもを養育する上での一局面である医療費負担を軽減する制度

である。本研究では、当該制度を通して、子育て世代に対する基礎自治体の給付面における役割を、自治体

ごとの給付内容をはじめとする実体面も参照しつつ、その法的構造及びその政策に着目して考察することを

目的とする。

1.先行研究および研究の枠組み

1 .制度の概観

一般に我が固では、保険医療機関を受診した際に支払うべき医療費は、自己負担部分と健康保険適用部分

に分けられる。健康保険適用部分は、国民皆保険に基づき職域 ・地域ごとに設けられ、一定割合の保険給付

がなされる(西川雅史 [2010]pp.196・197)。健康保険が適用される場合、義務教育就学前の乳幼児であれ

ば自己負担部分は医療費の 2割である¥また、義務教育に就学している就学児であれば自己負担部分は医

療費の 3割である。子ども医療費助成は、この自己負担部分に対する助成である。

基礎自治体が行う子ども医療費助成は、 ①対象年齢や②助成を行う 際の自己負担額の上限、さらには③対

象世帯に所得制限を行うか否か、そして④給付方法がそれぞれに異なる。①対象年齢についていえば、乳幼
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児のみを対象とする基礎自治体 (青森市など)もあれば、中学校卒業年齢、である15歳に達する最初の 3月

31日までを対象とする基礎自治体 (千代田区・北区を除いた東京都の各区など)もある 50 また、 ②自己負

担額の上限についていえば、完全に無料とする基礎自治体 (東京都の各区など)もあれば、 一定の上限額の

枠組みを設ける基礎自治体(大阪市など)も存在する。③所得制限に関しでもそれぞれ違いがあり、 ④給付

方法に関しても、現物給付とする基礎自治体6 と、医療機関受診時に-s.健康保険の自己負担部分を支払っ

たのちに養育者が基礎自治体に請求行為を行うことにより 一定の金額が償還される償還払いの方式をとる基

礎自治体(奈良市など)7、が存在する。

2.先行研究

下ども医療費助成に関する先行研究として、財政学からのアプローチによる、東京都23区と山梨県との

制度分析・比較を行った西川雅史 [2010Jおよび同 [2011Jがみられる。この論考では、都道府県ごとの

当該制度の実情につき、所得制限および自己負担に若目した検討を行い、その上で都市的地域 (東京都23区)

と山岡地 (山梨県下の市町村)を比較して検討している さらに財政学 ・経済学からのアプローチによる論

考として、当該制度の持つ財政外部性に着目したものとして、岩本 [2010Jがみられる。この岩本 [2010J

では医療費助成がもたらす医療費や受療率への影響につき都道府県レベルを主たる対象として実証的な検討

を行い、当該制度につき、制度導入後に償還払いから現物給付に変更した場合に、医療費を増やす効果があ

ることを指摘している(岩本 [2010Jp51)。その上で、補助金(助成金)を負の税金として捉え、補助金

制度について税に準じるメカニズムによって財政外部性が生じることを示し、租税においてレベルの異なる

政府が同じ資源を共有する場合、 一方の政策が他方に影響を及ぼすという垂直的外部性を、乳幼児を対象と

した子ども医療費助成が発生させることを示した。(岩本 [2010Jp.52)。これに対し、別所 [2012aJ及び

別所 [2012bJでは、未就学児を対象とし、都道府県レベルでの分析を行い、当該制度における助成が未就

学児の医療サーピス消費や健康状態に与える効果は限定的であるとしている (別所 [2012aJp.414及び別所

[2012bJ p.90)。これらの論考においては、子ども医療費助成制度そのものを基礎づける実体面について分

析を行っている。また、子どもの医療サーピスとその特徴に関する研究をまとめた上で、子ども医療費助成、

特に子どもの医療費の無料化につき、課題とその評価を分析した研究サーベイとして、 i事野 [2013Jがあ

げられる。

さらに当該制度につき政策面から分析したものとして、小沼 [2005Jがみられる。この論考では、少子化・

高齢化とその対策としての小児医療政策につき、医療体制や公的負担の問題点を指摘する中で、公的負担の

文脈から当該制度を取り上げ、紹介した上で、小児医療政策そのものの拡充を提唱 している。また、当該制

度を含めた医療助成政策に関する制度論的アプローチからの論考として、小林 ・西川義明 [2008Jが挙げ

られる。この論考では、医療費助成制度につき、固による高齢者を対象とした老人医療費支給制度が表向き

終駕したことを指摘した上で、少子化の追い風を受ける子ども医療費助成制度に関し、地方単独事業として

の当該制度の構造と制度拡充への問題点につき考察している。さらに、田中 [2014Jでは、当該制度につき、

その拡大が受診行動及び健康状態に与える影響を、都道府県別パネルデータを用いて実証分析を行っている。

その上で、地域の特性に適合した医療費の負担を求めることによって健康状態に影響しない受診行動の抑制

につなげるべきであるとの政策提言を行っている(田中 [2014Jp.15)。

これらの研究に対して、子ども医療費助成制度そのものの構造について分析し、その法政策的構造に踏み

込んだ論考は、先述小林・西川義明 [2008Jにおいて、地方単独事業における医療費助成制度の位置づけ

を説明する部分にみられる 80 この点、以上の論考における成果に加えて、子育て世代及び子どもに対する

基礎自治体の役割がいかなるものかについての法的な位置づけの構造を探求するとともに、この構造と政策

面との関連性を検討することも当該制度の運用に附する理解に資すると思われる。本論考は、かかる背景を

もとにして、当該制度の全体的理解につながる部分を可能な限り明断に言語化することを目標とするもので

ある。
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3.問題意識と対象の眼定

(1 )都道府県と基礎自治体との関係性

子ども医療費助成制度においては、養育者が自己負担することとされている医療費につき、その一部また

は全部を基礎自治体が助成した場合、その金額の一部につき都道府県から補助金要綱等に基づき財政的補助

を受けることができる(別所 [2010Jp.p.2・3)。都道府県による補助は、基礎自治体が実施する医療費助成

の財政的な負担を軽減するものである。結局のところ、基礎自治体はかかる都道府県の補助内容を参照して、

当該補助内容をそのまま給付に反映させるか、もしくは都道府県の補助内容に上積みした制度設計を行うこ

とになる。とすれば、都道府県の補助内容をみていくだけでは、基礎自治体が行う助成に関する分析には具

体的に踏み込めないことになる。では、 基礎自治体においてはどのような制度内容になるのであろうか。条

例・規則・要綱といった規範の構成としての法的構造を分析する前提として、この点が問題意識となる。

(2)児童手当の法的位置づけとの相違

子ども医療費助成制度と並び、子育て世代にとって重要な給付として位置づけられるものに、児童手当が

ある。児童手当は全国一律の制度であり、子ども医療費助成制度のように基礎自治体ごとに制度が異なるも

のではない。制度の法的側面において、両者の聞にどのような違いがあり、それは何に起因するのか。この

点について、国法体系の枠内に包含されるか否かをはじめとした法的な位置づけの違いが問題意識となる。

(3)条例と規則との関係性

基礎自治体においては、子ども医療費助成制度を条例として定めた上で、具体的な運用の内容を条例施行

規則として定める自治体と、制度そのものを単独の規則として定める自治体に概ね分かれる 9)。では、この

ような条例・規則構造の違いはどのような形で表出しているのか。換言すれば当該制度における自治体の自

主法構造が基礎自治体ごとにどのような形態をとっているのであろうか。この点が問題意識となる。

(4)研究の枠組みと対象の限定

「はじめに」で述べた研究の目的を下敷きにしつつ、上述した問題意識を踏まえて、本論考では以下の聞

いを設ける。すなわち、

①子ども医療費助成制度における自治体の自主法権造は基礎自治体ごとにどのように異なるのか

②児童手当との法的位置づけの違いはどのようなものであり、何に起因するのか

③子ども医療費助成制度における都道府県と基礎自治体の関係はどのようなものか

である。

上記の聞いは、以下のような構造を持つ。すなわち、②の問いを分析することにより、子ども医療費助成

制度に関する議論を立体化する。その上で①の問いについて明らかにし、当該制度につき、法的側面から基

礎自治体ごとの相違に関する議論を行う。これにより、 ③の問いに関する分析が可能となり 、基礎自治体に

おける当該制度に関する条例 ・規則と都道府県における補助内容との関係性の解析を通じ、地方分権下にお

ける子育て世代への給付について、基礎自治体の役割を考察する ことになる。

上記の聞いを探求すべく、本研究では以下の枠組みに基づき考察を進める。すなわち、子ども医療費助成

制度の法的側面を考察する前提として、子ども医療費助成制度の実体面につき、 E章において概観する。そ

の上で、 E章において、子ども医療費助成制度を支える法的構造につき、自治体の自主立法権に関する議論

を整理し、児童手当との相違点を探りつつ、考察を行う。これは②の問いにつながるものである。そして、

N章では、 E章を踏まえた子ども医療費助成制度の自主法構造に関する自治体問比較を行い、都道府県及び

基礎自治体における自主法形式の違いについて論じる。これは①の問いにつながるものである。そして最後

にV章において、各章での議論をもとに、子ども医療費助成における都道府県と基礎自治体の関係について

論じることとする。これは③の問いにつながるものである。その上でさらにV宣言では、子育て世代への給付
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を子どもに対してアプローチした法体系の一局面としての、当該制度の位置づけを試みたい。

かかる本論考においては、すべての基礎自治体を一律に比較対象とすると、その実体的な基礎条件が異な

る。したがって道府県庁所在地及び東京都特別区に対象を限定して比較検討を行うことがより有用であると

考える。これにより、基礎自治体の規模に応じた制度的な違いにつき、より自覚的な議論が可能であると考

えられるためである。

H.子ども医療費助成制度の実体面

1.都道府県における織助の実施状況

子ども医療費助成制度の法的構造について考察する前提と して、本章では、都道府県の補助内容および基

礎自治体における給付内容の制度設計につき、その状況をみていく 。

前記 1 (1)で概観したように、子ども医療費助成制度そのものは基礎自治体が給付するものではあるが、

これに対する補助が都道府県からなされている。この点に鑑みれば、制度設計に関しでもまずは都道府県が

基礎自治体に対してどのような範囲で補助を行っている

(表1)都道府県における実施状況

(単位都道府県)

対象年齢 | 通院 | 入院

実施都道府県数計 I 47 I 47 
3歳未満 I 3 I -
4歳未満 I 4 I 1 

5歳未満 I 1 I ー

就学前 I 30 I 27 
9歳年度末 I 4 I 5 

12歳年度末 I 2 I 6 
15歳年度末 I 3 I 8 

所得制限

所得制限なし I 15 
所得制限あり I 32 

一部自己負担

自己負担なし I 8 

自己負担あり I 39 
(出所)平成25年厚生労働省関査

2.基礎自治体における助成の実施状況

かを考える必要がある。制度そのものが都道府県による

補助を前提としているからである。

そこで、まずは都道府県が行う補助内容を概観してい

く。

(表 1)をみると、①対象年齢について、通院時-入院

時ともに就学前までの乳幼児を対象にしている都道府県

が最も多い(通院30団体、入院27団体)ことがわかる。

さらに②所得制限については、 32団体が所得制限を設け

ていない、また③一部自己負担に関しては、 39団体が自

己負担ありとしている。この状況から考えると、基礎自

治体は、①対象年齢のヲ|き上げ、②所得制限の軽減ない

しは撤廃、③一部自己負担部分の軽減ないしは撤廃と

いった各ベクトルによる給付の上積みの可否を政策的に

考慮することになる。

では、これを踏まえて、基礎自治体においてはどのような枠組みで給付が行われているのであろうか。

全基礎自治体を対象とした調査結果である(表 2)をみると、先ほどの都道府県における状況とは異なるベ

クトルがみてとれる。すなわち、①対象年齢については15歳年度末が通院時・入院時ともに多数を占めてい

る (通院752団体、入院1004団体)。さらに②所得制限に関しては、 1296団体が設けていない。また①一部

自己負担に関しては、 950団体が自己負担なしとしている。

このように比較してみると、対象年齢、所得制限、一部自己負担の有無といった各ファクターにおいて、

基礎自治体の給付内容が都道府県の補助内容を逆転していることがわかる。これら各ファ クターの逆転は、

すべて上記のベクトルでいえば給付内容の上積みを示唆しているのであり、基礎自治体においては都道府県

の補助内容を超え、独自の給付内容を上積みする制度設計を行う団体が多いことがわかる。

では、これを道府県庁所在地の市及び東京都特別区を対象にみた場合、どのような制度設計がみてとれる

であろう か。

(表 3)は、通院 ・入院それぞれの対象年齢、所得制限及び一部負担につき、都道府県の補助内容をどの

ファクターが上回っているかを表している。これをみると、対象とした69自治体のうち、上記いずれかのフア
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クターで都道府県の補助内容を上回る自治体は63自治体

にのぼっている。この結果から分かるように、各道府県

庁所在地の市及び東京都の特別区 (これを本論考では 「対

象自治体Jと称することにする)においては、都道府県

の補助内容をベースに しつつも、独自で給付内容を上積

みする制度設計を行っている基礎自治体が多いことがわ

かる。

さらに、(表3)からみて特徴的なのは、特別区におけ

る対象年齢の高さである。f也の道府県庁所在の市におい

て、この水準と同等の市は特に通院に関しては少数派で

ある。ただ、特別区においても 、都の水準を上回る対象

年齢を設定している区は少なく (千代田区及び北区)、こ

れは東京都の補助内容が他の道府県よ りも高水準である

ことから導かれる制度設計であることがわかる10) この

例から見て、都道府県の補助内容が基礎自治体の制度設

計に影響を及ぼす可能性も考えられよう。 とすれば、以

後展開する法的構造に関する議論においても、かかる可

能性を排除せずに考察をすすめることとなる。

<表3>対象自治体における制度内容

自治体名
対象年齢

給付水準
対象年齢

給付水準 所得制限 給付水準 一部負担 給付水準
(通院) (入院)

札幌市 就学前 15歳年度末 。 あり あり

青森市 就学前 就学前 あり なし 。
盛岡市 就学前 就学前 なし 。 あり

仙台市 9歳年度末 。15歳年度末 。 なし 。 あり

秋田市 就学sU 就学前 あり あり

山形市 9歳年度末 。12歳年度末 。 なし 。 なし 。
福島市 15歳年度末 。15歳年度末 。 なし 。 なし 。
水戸市 12歳年度末 。12歳年度末 。 あり あり

宇都宮市 12歳年度末 12歳年度末 なし なし 。
前橋市 15歳年度末 15歳年度末 なし なし

さいたま市 15歳年度末 。15歳年度末 。 なし 。 なし 。
千葉市 9歳年度末 15歳年度末 。 なし 。 あり

千代田 区 18歳年度末 。18歳年度末 なし 。 なし 。
中央 区 15歳年度末 15歳年度末 なし 。 なし 。
港 区 15歳年度末 15歳年度末 なし 。 なし 。
新宿区 15歳年度末 15歳年度末 なし 。 なし 。
文京区 15歳年度末 15歳年度末 なし 。 なし 。
台東区 15歳年度末 15歳年度末 なし 。 なし 。
墨田 区 15歳年度末 15歳年度末 なし 。 なし 。
江東 区 15歳年度末 15歳年度末 なし 。 なし 。
品 川 区 15歳年度末 15歳年度末 なし 。 なし 。
目黒 区 15歳年度末 15歳年度末 なし 。 なし 。
大田 区 15歳年度末 15歳年度末 なし 。 なし 。
世間谷 区 15歳年度末 15歳年度末 なし 。 なし 。
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渋谷区 15歳年度末 15歳年度末 なし

中野 区 15歳年度末 15歳年度末 なし

杉 並区 15歳年度末 15歳年度末 なし

主 主島 区 15歳年度末 15歳年度末 なし

~t 区 15歳年度末 18歳年度末 。 なし

荒川区 15歳年度末 15歳年度末 なし

板橋区 15歳年度末 15歳年度末 なし

練馬区 15歳年度末 15歳年度末 なし

足立区 15歳年度末 15歳年度末 なし

葛飾区 15歳年度末 15歳年度末 なし

江 戸川 区 15歳年度末 15歳年度末 なし

横浜市 就学HIJ 15歳年度末 あり

新潟市 9歳年度末 。12歳年度末 なし

富 山市 就学前 。12歳年度末 。 あり

金沢市 9歳年度末 。15歳年度末 。 なし

福井市 15歳年度末 。15歳年度末 。 なし

甲府市 12歳年度末 。12歳年度末 。 なし

長野市 9歳年度末 。 9歳年度末 なし

岐阜市 15歳年度末 。15歳年度末 。 なし

静岡市 15歳年度末 。15歳年度末 なし

名 古 屋 市 15歳年度末 。15歳年度末 なし

i.it 市 就学前 15歳年度末 。 あり

大津市 9歳年度末 。 9歳年度末 。 あり

京都市 就学前 12歳年度末 なし

大阪市 就学前 。15歳年度末 。 あり

神戸市 12歳年度末 15歳年度末 あり

奈良市 12歳年度末 。15歳年度末 。 なし

和歌山市 就学前 12歳年度末 。 あり

鳥取市 15歳年度末 15歳年度末 なし

松江市 9歳年度末 。 9歳年度末 。 なし

岡山市 就学前 15歳年度末 。 なし

広島市 就学前 就学前 あり

山口市 就学前 就学前 あり

徳島市 9歳年度末 9歳年度末 なし

高松市 就学前 就学前 なし

松山市 就学前 9歳年度末 。 なし

高知市 就学前 就学前 あり

福岡市 就学前 12歳年度末 。 なし

佐賀市 就学前 15歳年度末 。 なし

長崎市 就学前 就学前 なし

熊本市 9歳年度末 。 9歳年度末 。 なし

大分市 就学前 15歳年度末 なし

宮崎市 就学前 就学前 なし

鹿児島 市 就学前 就学前 なし

那覇市 4歳未満 15歳年度末 。 あり

※表中、f給付水準JにおけるOは、都道府県の基準に対して、 上積みがあることを示す。
(出所)平成25年厚労省調査をもとに、対象自治体を抜粋して作成

1[.子ども医療費助成制度の法構造

1.基礎自治体が子ども医療費助成において自主法を制定する根拠

(1 )国の法令と条例の関係についての判断枠組み

。 なし。 なし。 なし。 なし。 なし。 なし。 なし。 なし。 なし。 なし。 なし

なし

あり

なし。 あり

あり

なし

あり

なし。 あり

なし

なし

なし

あり

あり

あり。 あり

なし

あり

あり。 なし

あり

なし。 あり。 なし

なし

あり。 なし

あり

あり。 あり

あり。 なし。 あり

あり
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2000年に施行された地方分権一括法による地方自治法の改正前は、自治体の自主条例制定権は、自治事

務についてのみ認められ、機関委任事務については認められないと一般に解されていた(字賀 [2013Jp.189)。

しかし地方自治法が改正され、機関委任事務が廃止される。自治体が独自に施策を策定し、実施できる範囲

は機関委任事務の廃止及び自治事務・法定受託事務の振り分け作業の結果により拡大した(斎藤[2012Jp.258)。
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しかし、 「法令に違反しない限りj条例を制定できるという地方自治法第14条第 1項の要件は改革後も維持

されている(斎藤 [2012]p.259)。法律の委任に基づく 条例(委任条例)はもちろん、自治事務に関する条

例に関しでも、法律や政令といった国法体系により規律されることが多い (字賀 [2013]pp.189・190)。こ

の国法による規律に関して、かつては 「古典的法律先占論Jとよばれる、法律が明示的にまたは黙示的に対

象とする事項については法律の明示的委任なしに同一目的の条例を制定できないとの通説が存在した。しか

し、現在ではその支持をほぼ失っているものと考えられる(宇賀 [2013]pp.l90-191)。判例も、徳島市公

安条例事件最高裁判決(最大判昭和50・9・10刑集29巻8号489頁)において、古典的法律先占論を否定した(字

賀 [2013]p.191)うえで、法律と条例との聞における抵触問題の判断基準として、以下の指針を示している。

すなわち、「両者の対象事項と規定文言を対比するのみでなく、それぞれの趣旨、目的、内容及び効果を比

較し、両者の間に矛盾抵触があるかどうかによってこれを比較しなければならない」とし、その上で 「特定

事項についてこれを規律する国の法令と条例とが併存する場合でも、後者が前者とは別の目的に基づく規律

を意図するものであり、その適用によ って前者の規定の意図する目的と効果をなんら阻害することがないと

きや、両者が同ーの目的に出たものであっても、国の法令が必ずしもその規定によって全国的に一律に同一

内容の規制を施す趣旨ではなく、それぞれの普通地方公共団体において、その地方の実情に応じて、別段の

規制を施すことを容認する趣旨であると解されるときは、国の法令と条例との聞にはなんらの矛盾紙触はな

く、条例が国の法令に違反する問題は生じえない」と判示する。かかる判断枠組みは、地方分権一括法施行

による地方分権改革後も基本的に妥当するとされるのである(棲井 [2010]p.83)。

この判断枠組みをベースとして、法令と条例が併存するパターンとして①国の法令に基づき規制が加えら

れている事項について、当該法令と同一目的だがそれよりも厳しい規制を定める上乗せ条例、②法令で一

定規模または一定基準未満は規制対象外としているときにその裾切りされた部分を規制対象に含める裾切り

条例、③国の法令と条例が同一目的で規制を行う場合であっても法令で規制が加えられていない項目につい

て規制する検出し条例、④規制を上乗せせず給付を上積みする上積み条例といった分類がなされる(宇賀

[2013] pp.193・194)。

なお、議会が定める条例に対して、執行機関が定める規則においても、地方自治法第15条第 l項におい

て同様に、「法令に違反しない限りにおいて」規則が制定可能であると規定されている。

かかる条例につき、法律との関係と主たる内容に着目して、磁崎 [2012]は以下のように区分する。す

なわち、法律とは別に独自に事務を創設して必要な事項を定める自主条例と法律に基づく事務について必要

な事務を定める法定事務条例に区分したうえで、この自主条例を、(表4)のように、基本条例、規制条例、

給付条例、手続条例、内部事項条例に分類されるとする(磯崎 [2012]pp.31・33)。

<表4>条例の類型区分

類型区分 内 容

自主条例(独自条例) 法律とは別に独自に事務を創設して必要な事項を定める条例

基本条例 自治体の運営や特定分野の施策等について基本的事項を定める条例

規制条例 住民の権利を制限し、義務を課すことを定める条例

給付条例 住民に権利を付与し、又はサービスを提供することを定める粂例

手続条例 住民又は執行機関の活動について手続を定める条例

内部事項条例 自治体の組織、職員の人事その他の内部事項について定める条例

法定事務条例
法律(これに基づく政令を含む。以下同じ)に基づく事務について必要

な事項を定める条例

委任条例 法律の委任に基づ〈事項について定める条例

執行条例 法律の委任によらず、法律の執行に必要な事項について定める条例

(出所)磁崎 [2012]p.33 

(2)自主法制定の根拠

以上の議論をもとに、基礎自治体が子ども医療費助成制度において条例ないし規則を定める根拠を考える。
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まず、子ども医療費助成制度は国の法令上規定のない、つまりは国法の規律の範囲外にある自治事務にあ

たる。したがって法令と条例 ・規則との抵触問題は起こりえない。さらに、上記におけるパターンは主とし

て規制行政にかかる部分であり、給付行政たる子ども医療費助成制度に関しては、特に問題がない。したがっ

て、自治体が独自に条例ないしは規則を定めることのできる制度であるといえる。

次に、都道府県と基礎自治体との関係を考える。子ども医療費助成制度は都道府県の財政補助を受けて基

礎自治体が取り扱う制度である。都道府県の補効内容をより上積みする部分において基礎自治体が条例・規

則として定めることに問題はない。

結論として、自治事務と して基礎自治体は子ども医療費助成制度に関 して条例ないしは規則を制定するこ

とが可能であり、実務上も、後述のように多くの基礎自治体がそれぞれに条例ないしは規則を定め、制度運

用を行っている。そして、当該制度は住民に対し、医療費助成という公的サービスを提供することを定める

ものであり、当該制度に関して条例を制定した場合、この条例は、給付条例として機能することになる。

2.児童手当と子ども医療費助成制度との法的な位置づけの遣い

(1 )児童手当制度

子ども医療費助成制度と並んで、子育て世代にとって重要な給付に児童手当制度が挙げられる。この児童

手当制度は、 「父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児

童を養育している者に把童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次

代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とj している(児童手当法第 1条)。後述のとおり、

子ども医療費助成制度は、その趣旨・目的として対象者 (子ども)に対する「保健の向上jや 「健康の保持J

を通して、 「福祉の増進を図る」こととしている。つまり 、法的に見れば、児童手当制度においては「養育者J

にフォ ーカスした制度であるのに対し、子ども医療費助成制度においては、「子ども」にフォーカスした制

度であるという違いが存する 110

ただ、この両制度につき給付形態に着目した場合、ともに固ないしは基礎自治体といった公的機関が養育

者に給付を行うという共通点がある。その一方で、児童手当制度は、現物給付たる子ども医療費助成とは異

なり、養育者に支払われる現金給付であるという違いがある。給付形態において共通点を持つ両制度の法的

な位置づけを比較することにより、子ども医療費助成制度に対する国のスタンスにつき考察する。

児童手当は児童手当法(昭和46年法律第73号)に基づき給付されるが、その事務処理のうち都道府県 ・

市町村が取り扱う処理は第一号法定受託事務(地方自治法 2条 1号及び別表第一)である。法定受託事務の

性格上、児童手当においては国の関与が強い。児童手当については給付金額や所得制限、支給方法などは児

童手当法 ・児童手当法施行規則 ・児童手当法施行令によって全国一律に規定され、その他手続においてのみ

基礎自治体ごとの条例等に定められている。よって児童手当制度に関して、都道府県や基礎自治体は政策的

独自性を発揮することは予定されていないといえる。この趣旨を踏まえ、基礎自治体においては、国の法令

に基づき事務が行われる。

(2)子ども医療費助成制度との法的な位置づけの遣い

前記本章 1でみたように、子ども医療費助成制度は自治事務であり 、基礎自治体ごとに自主条例である給

付条例として独自に給付内容を定めることができ、ここに政策的独自性を展開することになる。

かかる法的位置づけの違いから見た児童手当制度と子ども医療費助成制度との大きな相違点は、児童手当

制度に関しては第一号法定受託事務であり、子ども医療費助成制度は自治事務であるという点にあることが

わかる。ではこの違いはどこに起因するものであろうか。ここで地方自治法別表第ーを見てみると、子ども

に関する給付について第一号法定受託事務として掲げられている法律は、児童手当法のほか、児童扶養手当

法(昭和36年法律第238号)および特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)であ

り、この三法において定められる制度はともに現金給付であるという共通点を持つ。これに対して子ども医
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療費助成制度は現物支給を中心として制度が運用されるという性格を持つ。この違いが法的位置づけの遠い

に反映しているとみることも可能であろ う。 なおこの点につき、小林-西川義明 [2008Jは、子どもを対

象とした医療費助成制度に対する国の姿勢として、①地方自治の観点から地方単独事業に対し指導する立場

にない、 ②難病など必要なものについてすでに公費負担の制度を設けている、 ③後期高齢者医療制度などの

医療費適正化を固として取り組む中で一部の年齢層だけを一律に無料化する政策は疑問であり医療保険の原

則を踏まえるべき、との要素を政策面から推察している(小林・西川義明 [2008Jp.23)。かかる要素からも、

子どもに対する医療費助成制度について国法体系に取り込むことに消極的な国のスタンスを窺うことができ

る12。

N.子ども医療費助成制度の法的構造に関する自治体間比較

1 .自主法構造の類型

前章での議論を踏まえ、本章では基礎自治体が子ども医療費助成制度に関して、自治体問比較を行い、都

道府県及び基礎自治体における自主法形式の違いについて論じる。

対象自治体における当該制度を規定する条例・規則の制定状況を示し、かっその条例・規則が子ども医療

費助成制度に限定して制定されたものか、それとも他の医療費助成制度と混合されて制定されたものかを示

したものが(表 5)である。

この(表 5)をみると、当該制度に関して条例及び規則によって規定している基礎自治体(本論考では、

この構造を有する自治体を「条例ー規則型自治体」と称することにする)は、対象とする69自治体のうち、

61自治体にのぼる。また、規則のみによって規定している基礎自治体 (本論考では、この構造を有する自治

体を「規則型自治体」と称することにする)は、 5自治体となっており、条例・規則によ らず要綱 ・要領の

みによ って規定している基礎自治体(本論考では、この構造を有する自治体を「要綱型自治体Jと称するこ

とにする)が3自治体存在することがわかる。

また、この「条例.規則型自治体J及び 「規則型自治体jのうち、当該制度に絞った条例・規則の制定を行っ

ている自治体は、(表4)により、 52自治体に上ることがわかる。その他の自治体に関しては、 当該制度と

ひとり親家庭や障害者への医療費助成制度とを一括して「福祉医療費助成J等と称して条例・規則として制

定している。

以上により、当該制度につき、対象自治体において①条例及び規則というこ段階の構造によ って規定して

いる自治体が多い、②当該制度単独で条例 ・規則を制定する自治体が多い、というベクトルがみてとれる。

(表 5)対象自治体における条例・規則等の制定状況

自治体名 条例 規則
子ども

給付水準
単独

札 幌 市 。 。 。
青森市 。 。 。
盛岡 市 × × × 要綱で規定

仙台市 × 。 。
秋田 市 × × × 要綱・要領で規定

山形市 。 。 × 

福島市 。 。 。
水戸 市 。 。 × 

宇都宮市 。 。 × 

前橋 市 。 。 × 

きいたま市 。 。 × 子ども医療費助成制度と妊婦健診を合わせて規定
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千葉 市 。 。 。
千代 田区 。 。 。
中央区 。 。 。
港 区 。 。 。
新宿区 。 。 。
文京区 。 。 。
台東区 。 。 。
E昼間区 。 。 。
江東区 。 。 。
品川区 。 。 。
目 思 区 。 。 。
大田区 。 。 。
世田 谷区 。 。 。
渋谷区 。 。 。
中野区 。 。 。
杉並区 。 。 。
豊島区 。 。 。
北 区 。 。 。
荒川区 。 。 。
板橋区 。 。 。
練馬区 。 。 。
足立区 。 。 。
葛飾区 。 。 。
江戸 川区 。 。 。
横浜市 。 。 。
新潟市 × 。 。
富山市 。 。 。
金沢市 。 。 。
福井市 。 。 。
甲府市 。 。 × 

長野市 。 。 × 

岐阜市 。 。 × 

静岡市 × 。 。
名古 屋市 。 。 。
i:J! 市 。 。 × 

大津 市 。 。 × 

J]'，都市 。 。 。
大阪市 × 。 。
神戸市 。 。 。
奈良市 。 。 。
和歌山市 。 。 。
鳥取市 。 。 × 

松江 市 。 。 。
岡山市 。 。 。
広島 市 。 。 。
山口市 × × × 要綱で規定

徳島市 。 。 。
高松市 。 。 × 

松山市 。 。 。
高知市 。 。 × 

福岡 市 。 。 。
佐賀市 。 。 。
長崎市 。 。 × 

熊本市 × 。 。
大分 市 。 。 。
宮崎市 。 。 。
鹿児 島市 。 。 。
那稲市 。 。 。
(出所}各自治体の条例・規則をもとに筆者作成
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2. 自主法構造の遣いが生じる要因

(1 )議論の前提としての用語の整理

では、このよう な自主法構造の相違は何に起因しているのか。また、対象自治体においてみられるベクト

jレは、このうちどのような要素に沿ったものか。この点を論じる前提として、自治体における条例、 規則、

要綱 ・要領について、その違いを整理する。

まず条例は、自治体の議会が制定する自治立法の一形式である(磯崎 [2012Jp.9)。条例は、議会の議決

が必要であるため、民主的手続が担保される。なお、住民等に義務を課し、又は権利を制限するには、法令

に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない(地方自治法第14条第 2項)。

次に規則は、条例とは異なり、自治体の長又はその他の執行機関が制定する自治立法のー形式である。こ

のうち、自治体の長が制定する規則は、法令に違反しない限りにおいて長の権限に属する事務に関して制定

するものである(地方自治法第15条 1項)。制定に関して法令や条例の委任を要しない(犠崎 [2012Jpp.9・

10)。すなわち、長の決裁があれば制定可能であるということになる。

そして要綱は、長その他の執行機関が住民等の活動に関して定める規定で、法規たる性格を有しないもの

をいい、事務執行の指針・基準としての機能を有し、行政指導のような規制的な行政指導の指針や、補助金

交付など給付的な事業の実施要項なども含まれる。さらに要領は、長その他の執行機関が一定の行政目的の

ために特定の当事者と締結する合意である行政基準の一種である。この要綱 ・要領の両規範には、要綱が住

民等の活動に対して定められ、公にされることによって機能する半面、要領は法律 ・条例等の執行細則とし

ての機能を持つという相違がある(破崎 [2012Jpp.10-11)。

(2)自主法の構造とその比較

前節でみたとおり、対象自治体においては「条例.規則型自治体」 が多数を占める。これは、条例のもつ

民主的手続の担保を重視しているといえる。なぜなら、前述(1)でみたように、条例は議会の議決事項で

あるからである。すなわち、当該制度の基本事項を議会の議決という民主的手続にのせた上で、制度の細目

を規則に定めて運用するという形態をとる。つまり、当該制度の子どもに対する施策の一環としての位置づ

けを、議会の議決という民主的手続にのせることにより、その重要性をより明確化したものといえよう。

これに対して f規則型自治体jは、「条例.規則型自治体」と比較して、制度を運用するにあたっての機動

性を重視したものといえる。なぜなら、規則のみで制度を規定することになれば、基本的事項について民主

的手続の担保に欠けるというデメリットがある反面、当該自治体の情勢に応じて、前述 (1)でみたように、

長の決裁のみでその運用の変更が可能だからである。「条例.規則型自治体Jの場合、制度の細目に関して規

則で定める形式をとるため「規則型自治体」同様に機動的ではあるが、基本事項に改正を要する場合には条

例を改正することになり、議決を要することになる。つまり、議会における手続を経るという点で事務的 ・

時間的な違いは大きく、 「規則型自治体jと比較し、手続上機動性に欠けることになる。

なお、「要綱型自治体Jに関していえば、前記「規則型jと同様、機動的な運用が可能ではあるが、当該

制度に関して法規たる性格を有しない根拠により医療費の助成を行っていることになる。この場合、当該制

度が単なる住民の活動や補助金の交付という性格を超えた、子どもに対する施策の一環としての法的位置づ

けが、特に「条例.規則型」と比較した場合にあいまいになるというデメリットが考えられよう。

また前章でみたとおり、 「条例ー規則型自治体J及び「規則型自治体Jにおいて、当該制度単独で条例・規

則を制定する自治体が多数を占める自治体が多い。当該制度単独で条例 ・規則を制定する場合、自治体組織

内での条例案や規則を立案するにあたり当該制度の担当部署のみで行うことが可能である。つまり、機動的

な条例案・規則の立案が可能である。その反面、多くの医療費助成について包括した条例案や規則の立案は

この場合には予定されていないといえる。

これに対し、 当該制度を含めた複数の医療費助成制度を一括して条例・規則として制定する場合、自治体

組織内で条例案や規則を立案するにあたって関係する複数の部署による調整が必要となり、行政組織におけ
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る事務的手続の機動性に欠ける。この反面、特に条例案を議会に諮る場合に一括して審議することが可能で

ある。

(3)自主法構造が異なる婆因

以上の分析を踏まえれば、各基礎自治体における自主法構造の相違は、当該制度における民主的手続の担

保と自治体内部における条例案 ・規則の制定を含めた運用の機動性とのバランスをどのように捉えるかの違

いによって起因しているといえる。

とすれば、前項でみた対象自治体における①条例及び規則というこ段階の構造によって規定している自治

体が多い、②当該制度単独で、条例・規則を制定する自治体が多い、というベクトルは、①に関しては民主的

手続の担保を重視する要素、②に関しては行政組織内での機動性を重視する要素に沿ったものといえよう。

すなわち、当該制度の趣旨 ・目的に対応して、各基礎自治体が民主的手続と制度運用の機動性とのどちらを

より重視するかが、自主法構造の違いに反映していると考えられる。

この点、当該制度に関する基礎自治体の条例・規則においては、その冒頭に条例・規則の趣旨ないしは目

的を規定した上で、給付対象や助成範囲などを規定している。その趣旨・目的の多くは、対象者の 「保健の

向上Jゃ「健康の保持Jを通して、「福祉の増進を図るJこととなっている目。つまり、かかる条例・規則

における趣旨・目的に対応した基礎自治体のスタンスが自主法構造の違いに反映することになろう。

V.総括

1.子ども医療費助成制度における都道府県と基礎自治体の関係

(1 )都道府県と基礎自治体の関係

以上各章で得られた知見に基づき、これまでの議論を整理する。まず、第E主主で述べたように、当該制度

は都道府県の補助内容を踏まえた上で、対象自治体においては多くの自治体が都道府県の基準に何らかの形

で上積み給付を行っている。 また第E撃で述べたように、当該制度は国法規律の対象とはされておらず、こ

のような上積み給付を行うにあたっては、各基礎自治体が独自に条例・規則といった自主法を制定すること

ができる。そして第W章で述べたように、基礎自治体が自主法を制定するにあたっては、民主的手続の担保

と自治体内部における条例案・規則の制定を含めた運用の機動性とのバランスにより決定されると考えられ

る。

この議論をもとに当該制度における都道府県と基礎自治体の関係について考える。

当該制度においては、都道府県が定める補助の範囲が標準的な基準と位置づけられる。当該制度は都道府

県の補助内容を参照しつつ、基礎自治体が独自の助成制度を上積みし、これに関する事務内容を定める、も

しくは都道府県の定める補助の範囲を遵守しつつ、制度に関する事務内容を定めることになるからである。

とすれば、都道府県の補助内容は各基礎自治体における標準的ないしはミニマムな基準として機能する。

その上で基礎自治体はこれに対応して、給付に関する事務内容及び給付の上積み部分を条例・規則などによ っ

て定めるという関係に立つ。この関係を換言すれば、都道府県の補助を下敷きにしつつ、給付の内容及び事

務処理につき基礎自治体が制定する条例・規則などにより確定されるということになる。

以上を構造的に捉えるならば、当該制度においては都道府県の補助内容を一つのレイヤーとし、これを基

底として基礎自治体が制定する条例・規則等というもう一つのレイヤーが重ね合わさることで制度が運用さ

れているということになろう。つまり当該制度においては、都道府県レベルでの補助内容と基礎自治体レベ

ルでの条例・規則等という二つのレイヤーによって構成されるという法的構造がみてとれる。

(2)結論

ここで、第 I章で述べた聞い①~③が明らかになる。問い①に関しては、基礎自治体が制定する自主法の
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構造が「条例.規則型自治体J1規則型自治体J1要綱型自治体」に分類可能であり、この違いは民主的手続

の担保と自治体内部における条例案・規則の制定を含めた運用の機動性とのバランスを自治体がどのように

捉えるかの違いによって起因していることがわかった。また、問い②に関しては、現物給付を中心として運

用される当該制度における給付の性格が反映している可能性があることがわかった。そして聞い③に関して

は、都道府県の補助内容を一つのレイヤーとし、これを基底として基礎自治体が制定する条例・規則という

もう一つのレイヤーが重ね合わさることによって当該制度の給付内容及び運用が確定される構造を成す関係

であるといえることカτわかった。

このことから、基底レイヤーとしての都道府県の補助内容は基礎自治体が制定する条例・規則に影響を及

ぼす反面、都道府県の補助内容だけでは当該制度は運用できず、基礎自治体の条例・規則によって実際の運

用がなされ、その一環として、給付水準の上乗せなどがなされるという関係性が理解できょう。

2. おわりに~法的構造から政策面へのフ ィードパック~

子ども、女性、高齢者、障がい者など、社会の中心にいる人々(大人、男性、健常者)とは異なる存在(広

い意味でのマイノリティ)に対する関心の増大が最近の立法の傾向の一つである(大村 [2012Jpp.69・70)。

このうち、少子化社会への対応策も相まって、当該制度は各基礎自治体において導入されている。第lV章で

みた「条例.規則型自治体」が当該制度の基本事項について民主的手続を担保すべく条例を制定するベクト

ルは、 このような立法の傾向と重なる。

高齢者への給付事業についてはさまざまなメニューが混在する一方、子どもに関する直接給付事業は比較

的少ない(小瀬村 ・南 [2011Jp.l50)。当該制度は、このような中で、単なる子育て世代への給付という位

置づけにとどまらない。養育者が子どもを養育するにあたって、子どもが重病に擢患しでも医療機関にアク

セスしない場合、児童虐待の一種であるネグレクトに該当する(大村 [2012Jp.87)が、これがもし養育者

の財政的困難に基づくものであった場合は、当該制度により子どもを保護するための間接的手段としても機

能しよう。

前述前章 2(3)でみたように、当該制度に関する基礎自治体の条例・規則における趣旨 ・目的の多くは、

対象者に対する「保健の向上」や「健康の保持Jを通して、「福祉の増進を図る」こととなっている。子ど

もを保護するための間接的手段としての当該制度の機能が「福祉の増進」につながるものであることに鑑み

れば、当該制度及びその法的構造は子どもに対してアプローチした法体系 (1こども法J14)における基礎

自治体側から見た一局面としての位置づけが可能で、ある。

この点、都道府県の制度に給付水準を上積みする基礎自治体と、都道府県の制度をそのまま給付水準とす

る基礎自治体との問には給付内容に格差が生じる。かかる格差につき、乳幼児の医療費助成あるいは公的医

療保険による給付の拡大により、全国一律の制度を創設する(小沼 [2005Jp.70)方向性、つまり乳幼児医

療費助成制度のナショナル・ミニマム化をはかる考え方もあろう。また、自治体問競争を懸念し「支援が手

厚い自治体は、子育てに対する姿勢が積極的だと評価される一方、近隣の市町村と競い合うように上乗せす

ることは、財政を圧迫させる要因となりかねないJ(小瀬村・南 [2011Jp.l52)との指摘もある。

当該制度を金銭面からとらえた場合、その受領者は子どもではなく、あくまで養育者である。その多くは

年齢層としては比較的若い世代である。子どもや若い世代の養育者は、福祉支出が少なく、税収も見込むこ

とができょう。少子化 -高齢化の傾向の下、当該制度はこのような世代を取り込むための政策という意味合

いを持つl針。

この点、「自治体間競争Jに関連して、テイボー (CharlesM. Tiebout)は、分権下における中央・地方関

係においては地方政府がそれぞれに異なる税負担・行政サーピス(便益)の組み合わせを提示する場合に、

住民はそれぞれの好む負担と便益の組み合わせを求めて移動する結果、より効率的・応答的な政策の形成執

行が求められるとし(建林・曽我・待鳥 [2008Jp310・p311)、地方公共財は分権化により市場同様の効率

性が達成されるとする、「足による投票理論Jを提示している(曽我 [2013Jpp.291・293)。ただその帰結と
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して、地方政府が再分配政策を実施することにより 、負担は重いが便益の少ない高所得者が他の地域へ退出

し、便益を求める低所得者が流入することから財政的に再分配政策の実施を持続困難で、あるとする、「福祉

の磁石 (welfare magnet) J現象をピーターソン (PaulE. Peterson)が提示した(曽我 [2013Jp293)。この点

につき、給付水準を中央政府が一定に保っか中央政府からの財源負担が再分配政策には必要であるものの、

人々が地方政府の政策的に応答して移動する程度には限界があることを指摘した上で、一定程度の分権性と 、

地方政府による再分配政策の実施は両立しうることもある、との見解が存する(曽我 [2013Jp294)。

子ども医療費助成制度のように、固と地方自治体の間で再分配政策のスタンスに一種の 「衝突Jが生じて

いる場合、中央政府による給付水準の制度設計あるいは財源が基礎自治体レベルには及びにくい。かかる状

況下では、基礎自治体はその自主法構造によって政策を展開せざるをえない。 とすれば、各基礎自治体(地

方政府)は現在の国(中央政府)のスタンスや自らの団体の財政状況を考慮しつつ制度設計に意を払いつつ、

政策を展開することになろう 出。

なお、今回の考察においては、その対象とする基礎自治体が道府県庁所在地市及び東京都特別区であるこ

とから、都市制度や地域性などによる制度設計の傾向について明確にはできなかった。より多くの基礎自治

体を対象として検討することにより、その傾向の有無につき明確にできる可能性があるが、 これについては

今後の検討課題としたい。

[注1
1 )基礎自治体・都道府県により、乳幼児のみを対象とした医療費助成を行う場合、 「乳幼児医療資助成制度」などといっ

た名称を使用する場合もある。近年では、助成対象年齢を就学時にまで引き上げている自治体も多いため、乳幼児 ・

就学児を包括した用語として、本論考においては「子ども医療費助成制度Jの語を用いる。

2) r子どもjという概念自体、どの年齢までを対象とするかはもちろん議論になるところである。本論考で対象とする

子ども医療費助成制度においても、基礎自治体によって後述のように対象年齢は異なる。いささか循環定義的ではあ

るが、本論考においてはさしあたって、基礎自治体が子ども医療費助成の対象とする場合には「子どもJと称するこ

とにする。この点、児童福祉法(昭和22年法律第164号)は、第4条において児震を「満18歳に満たない者」と定義す

る。なお、用語として「子どもJ.rこども」という表記については、文献からの引用を除き、「子ども」の表記を用いる。

子ども・子育て支援法 (平成24年法律第66号)をはじめとして、法律及び政省令においては「子ども」という表記を

使うのが通例だからである(ただし、 「認定こども園Jの用語については例外的に 「こどもJという表記を使用する)。

3)西川 [2010]p.196。なお、大村 [2012]p.87では r.. .こどもの医療費の助成を行う自治体が増えている」との

記述がある。最近の資料では厚生労働省雇用均等 -児童家庭局母子保健課が平成24年4月1日現在の状況を平成25年

3月に 「乳幼児等に係る医療費の援助についての調査」としてまとめている。これによると、全ての都道府県・市町村

が乳幼児等に対して医療費の助成を行っていることがわかる。なお、同調査を本論考では「平成25年厚生労働省調査」

と記すことにする。

4)この点につき、まず平成14年10月から 3歳未満の乳児につき 2割負担が実施されている。この点につき小沼 [2005]

p67及び健康保険等の一部を改正する法律(平成14年法律第102号)参照。 これを踏まえ、平成18年国民健康保険法等

の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)により 、2割負担の対象範囲が3歳未満から義務教育就学前の児童に

拡大された。これにより、義務教育就学前の児童は 2割負担、義務教育就学児は 3割負担という、現在のフレームが

構成されている。

5 )平成25年厚生労働省調査によ ると、対象年齢の上限が最も高いのは北海道南富良野町である。南富良野町では、通院・

入院ともに対象年齢を22歳未満とし、所得制限や一部負担が存在しない。ただし、他の基礎自治体と比較しでも、こ

の例は特殊である。

6)この場合でも、基礎自治体の発行する受給証を医療機関に提示せずに受診した場合や、その基礎自治体が属する都道

府県以外の医療機関で受診した場合は、償還払いとして取り扱う自治体が多い。

7 )地方単独事業として医療費助成を行う市町村に対し、国は国庫負担金の減額を行っている。これは、国民健康保険の
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国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定4こ関する政令(昭和34年3月24日政令第41号)をその根拠とする(こ

の点につき、田中 [2014]p.2注2参照)。償還払い方式はかかる措置への回避策として行われる。この減額について、

内閣府及び厚生労働省は 「国政モニターの声に対する回答」の中で、「これは、 病院窓口における医療費の自己負担分

の無料化等を、現物給付として、地方単独事業により行っている場合には、一般的に医療費の増大がみられるところ

であり、国庫負担金の調整措置を講じなければ、法定どおりの医療費自己負担分を徴収している市町村との問に不公

平が生ずることとなります。このため、限られた財源の中で、国庫負担金の公平な配分という観点から、法令に基づ

き国庫負担の調整を行っているものであり、こうした調整の仕組みは必要と考えております。」としている(内閣府大

臣官房政府広報室田 国政モニタ一ページ内「お答えしますJ2医療・健康福祉・社会福祉05子ども-子育て支媛平成

19年7月回答)。

8 )この点につき、子どもをめぐる複数の法分野を横断した観点から制度の存在を指摘するものとして大村[2012]がある。

9 )その他の医療費助成(障がい者医療費助成やひとり親医療費助成など)を一括して条例 規則化している自治体も含

む。この点については第N章で後述する。

10)この点につき浮野 [2013]では、「東京都は、財政的な富裕団体であるが故に、その対象年齢を拡大できたのであっ

て、それ以外の地方自治体がその事業を拡大実施するのは財政的に厳しいという指摘も多いJとする(津野 [2013J

p.p.27・28)。

11)この点について、海野 [2013]では「家計の子育てコストを引き下げることを目的に実施されている」とし(湾野

[2013] p.12)、国中 [2014]では、「助成の目的として、各自治体において子育てコス トの負担軽減、乳幼児の保健向

上や、病気の早期発見早期治療といったものが掲げられている」としている(田中 [2014]p.2)。本稿では、向制度を

取り扱う上で各自治体の条例等の趣旨 -目的に着目し、法的分析を行う立場から、このように記述している。つまり、

当該制度に係る各条例の趣旨規定ないしは目的規定に共通する要素 (1保健の向上J1健康の保持J1福祉の増進J)を

抽出し、この要素の対象が「子どもjであるとの思考プロセスに基づくものである。

12)このスタンスは、前記注7)において取り上げた、内閣府大臣官房政府広報室町国政モニタ一ページ内「お答えしますJ

回答にも表れているといえよう。

13)この「福祉の増進」は、地方自治法上の原則である「住民の福祉の増進J(地方自治法第 1条の 2第1項)にも重な

るように思える。

14)大村 [2012]では、憲法児童の権利条約 -教育基本法-学校教育法 -労働基準法 -児童福祉法 -民法・刑法・少

王手法といった複数の法分野からなる複合法領域としての「こども法Jの概念が提示される。この点につき、大村 [2012]

pp.69・71参照。

15)この意味で、福祉支出が大きい、障害者や高齢者といった社会的弱者に対する社会包摂的福祉政策とは完全に同一視

することはできない。

16)この点につき、小林・西川義明 [2008]では「わが国の医療アクセスは諸外国と比べると優れているので、過剰な

医療需要が起こりかねないJと指摘する(小林-西川義明 [2008Jp.25)。その一方、小沼 [2005]は、「医療費助成

対象年齢にばらつきがあることは望ましいことではない」とする(小沼 [2005]p.70)。かかる政策的考慮に対し、財

政学 ・経済学の立場からは、第 I章2でみたように、岩本 [2012]において乳幼児を対象とした子ども医療費助成が

財政の垂直的外部性を発生させるとするのに対し、別所 [2012]では、当該制度における助成が未就学児の医療サー

ピス消費や健康状態に与える効果が限定的であるとされる。ただ、この商文献とも、主として都道府県レベルでの制

度を中心に考察が行われていることに留意が必要である。
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